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（

職
員
の
懲
戒
処
分
と

そ
の
公
平
性
に
つ
い
て

6
月
1
0
日
付
で
、
再
任
用
職
員
に
対
し
、
月
額

給
料
の
用
分
の
1
を
2
カ
月
減
給
す
る
と
い
う

極
め
て
重
い
懲
罰
処
分
が
行
わ
れ
た
。
早
速
、
関

連
資
料
を
開
示
請
求
し
た
が
、
日
付
以
外
は
ほ
ぼ

全
部
黒
塗
り
で
、
内
容
も
理
由
も
一
切
読
め
な

か
っ
た
。
不
開
示
の
理
由
は
、
個
人
情
報
保
護
だ

と
、
高
村
一
課
長
は
述
べ
て
い
た
。

他
の
方
法
で
請
求
し
直
し
、
無
修
正
資
料
を
入

手
し
た
が
、
処
分
の
正
当
性
、
公
正
性
、
公
平
性
に

自
信
が
あ
れ
ば
、
正
々
堂
々
と
開
示
し
、
明
確
な

説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
だ
。

資
料
に
よ
れ
ば
、
村
長
が
「
私
物
パ
ソ
コ
ン
を

持
ち
込
み
、
私
用
に
使
用
し
て
い
る
報
告
が
あ

り
、
再
任
用
職
員
の
処
分
に
つ
い
て
諮
問
し
、
副

村
長
と
3
人
の
課
長
に
よ
る
分
限
懲
戒
等
審
査

委
員
会
は
、
本
人
か
ら
聞
き
取
り
1
7
分
、
パ
ソ
コ

ン
内
の
確
認
操
作
が
〓
分
の
計
∽
分
に
も
満
た

な
い
1
回
だ
け
で
処
分
を
決
め
た
。

事
実
は
、
村
長
が
言
う
私
的
使
用
で
は
な
く
、

上
司
で
あ
る
課
長
の
職
務
命
令
に
よ
る
広
報
用

原
稿
の
作
成
で
あ
っ
た
。
第
二
「
私
用
パ
ソ
コ
ン

の
持
ち
込
み
及
び
使
用
禁
止
」
の
明
文
規
定
・

処
罰
規
定
が
な
い
。

ま
さ
か
、
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
対

策
基
準
の
‖
ペ
ー
ジ
④
な
ど
と
言
わ
な
い
で

し
ょ
う
ね
。

こ
の
項
目
は
、
私
用
パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
込
む
こ

と
を
前
提
と
し
、
条
件
つ
き
で
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
ま
で
明
記
し
て
あ
る
。

許
可
を
得
な
か
っ
た
落
ち
度
は
あ
る
が
、
村
の

サ
ー
バ
ー
に
接
続
し
た
作
業
で
は
な
く
、
「
（
厳

重
）
注
意
」
等
の
処
分
で
足
り
る
。

（

さ
ら
に
、
他
の
事
例
と
比
べ
本
件
は
、
弱
い
立
場

の
職
員
に
対
し
優
越
的
地
位
に
よ
る
懲
罰
処
分
権

の
乱
用
で
あ
り
、
人
権
侵
害
で
は
な
い
の
か
。

■
村
長
　
高
村
文
教

村
が
取
り
扱
う
情
報
資
産
に
は
、
外
部
に
漏
え

い
等
し
た
場
合
、
極
め
て
重
大
な
結
果
を
招
く
情

報
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
被
処
分
者
は
長
年
に

わ
た
る
公
務
員
生
活
の
中
で
豊
富
な
業
務
知
識

を
得
る
機
会
を
重
ね
、
管
理
職
ま
で
経
験
さ
れ
た

実
情
を
持
っ
て
お
り
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関

し
て
も
常
識
レ
ベ
ル
で
認
識
し
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
処
分
の
量
定
が

決
め
ら
れ
た
。

懲
戒
処
分
に
お
い
て
は
、
個
々
具
体
的
な
非

違
行
為
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
公
平
と
い
う
基
準

が
非
常
に
難
し
い
も
の
と
な
る
と
認
識
し
て
い

る
。
非
違
行
為
の
性
質
、
対
応
、
そ
の
他
の
事
情
に

照
ら
し
て
、
社
会
通
念
上
必
要
な
も
の
と
な
る
よ

う
、
最
大
限
の
配
慮
を
旅
し
実
施
し
て
い
る
。

新
教
育
長
の
教
育
政
策
に

対
す
る
指
針
に
つ
い
て

前
任
者
は
、
教
育
関
係
に
身
を
置
い
た
経
歴
が

な
く
、
昨
今
の
職
員
不
祥
事
に
深
く
絡
ん
で
い
た
。

そ
の
点
高
等
学
校
の
校
長
職
ま
で
務
め
ら
れ

た
新
教
育
長
に
は
大
き
な
期
待
を
し
た
い
。

①
本
村
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認

識
を
お
持
ち
か
。

②
小
学
校
の
統
合
問
題
に
つ
い
て
、
新
教
育
長
の

見
解
は
。

③
学
童
の
減
少
対
策
に
、
地
の
利
を
生
か
し
た
、

山
村
留
学
の
本
村
版
で
あ
る
リ
ゾ
ー
ト
留
学

の
推
進
に
つ
い
て
。

④
人
口
知
能
（
A
－
）
の
進
化
に
よ
り
半
数
の

人
間
が
仕
事
を
失
う
不
安
社
会
に
対
し
、
未

来
に
希
望
の
持
て
る
人
づ
く
り
教
育
の
方
針

を
伺
う
。

■
教
育
長
　
坂
本
明
大

①
教
育
課
題
に
つ
い
て
は
2
つ
に
絞
っ
て
考
え

る
と
、
1
つ
は
教
育
環
境
の
劣
化
で
あ
り
ハ
ー

ド
面
で
は
校
舎
の
老
朽
化
が
大
き
な
課
題
で

あ
り
、
ソ
フ
ト
面
で
は
少
子
化
に
伴
う
生
徒
数

減
少
の
教
育
環
境
へ
の
悪
影
響
で
あ
り
ま
す
。

も
う
1
つ
は
学
力
に
関
す
る
課
題
で
あ
り
、
家

庭
学
習
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も

に
主
体
的
な
時
間
管
理
の
取
り
組
み
が
さ
ら

な
る
学
力
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

①
小
学
校
統
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
各
所
で

頂
戴
し
た
責
重
な
ご
意
見
を
検
証
し
な
が
ら
、

ま
た
地
域
住
民
の
コ
ン
セ
ン
ト
を
得
る
中
で

場
所
の
選
定
も
含
め
で
き
る
だ
け
早
く
着
地

点
を
見
出
し
て
い
き
た
い
。

③
リ
ゾ
ー
ト
留
学
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
全
国
の

先
進
事
例
の
中
で
小
菅
村
源
流
親
子
留
学
に

注
目
し
た
い
。
木
村
で
も
多
く
の
大
学
の
研
修

所
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
と
連
携
、
協
定
、
締
結
を

し
た
中
で
本
村
な
ら
で
は
の
魅
力
を
発
信
し

な
が
ら
交
流
人
口
を
ふ
や
す
施
策
は
有
効
だ

と
考
え
ま
す
。

④
A
－
革
命
の
時
代
に
は
、
知
識
の
獲
得
か
ら
知

恵
の
獲
得
へ
の
学
び
の
方
向
変
換
が
必
要
で

あ
る
。
こ
7
」
で
い
う
知
恵
は
A
－
で
は
容
易
に

代
替
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
小
中
学
校

に
お
い
て
は
特
に
基
礎
的
な
知
識
、
技
能
の

習
得
に
加
え
、
自
ら
考
え
る
姿
勢
、
柔
軟
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。


